
編 集 発 行 人
河 合 会 計

税 理 士
社会保険労務士 河合孝彦
〒910-0019
福井市春山1丁目9番13号
TEL 0776（22）0897㈹
FAX 0776（27）6199
http ://kawai.zei-mu.com

プロジェクト2_0  12/07/19  19:49  ペー  

2 2013（平成25年）

　所得税の確定申告期間は２月16日から３月15日まで。今年は２
月16日が土曜日にあたるため、税務署では申告書の受付は行いま
せんが、法令上、申告初日をずらす規定がないことから、申告初
日は２月16日のままです。なお、税務署が閉まっている場合、申
告書を税務署の時間外収受箱に投函することにより提出できます。

確定申告初日が土曜日にあたるとき

2月の税務と労務2月 （如月）FEBRUARY
11日・建国記念の日
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国　税／ 平成24年分所得税の確定
申告 2月16日～3月15日

 （還付申告は申告期間前でも
 受け付けられます）
国　税／ 贈与税の申告

 2月1日～3月15日
国　税／ 1月分源泉所得税の納付

 2月12日
国　税／ 12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 2月28日

国　税／ 6月決算法人の中間申告
 2月28日

国　税／ 3月、6月、9月決算法人の消費
税等の中間申告

（年3回の場合） 2月28日
国　税／ 決算期の定めのない人格な

き社団等の法人税の確定申
告及び納付 2月28日

地方税／ 固定資産税の第4期分の
納付
 市町村の条例で定める日

うめ



2月号 ─ 2

　

外
国
人
労
働
者
の
就
労
に
つ
い
て

は
、「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」

で
定
め
ら
れ
て
い
る
在
留
資
格
の
範

囲
内
に
お
い
て
の
み
日
本
で
の
活
動

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
外
国
人
（
特
別
永
住

者
及
び
在
留
資
格
「
外
交
」・「
公
用
」

の
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
を
雇
い

入
れ
る
す
べ
て
の
事
業
主
に
は
、
そ

の
雇
入
れ
ま
た
は
離
職
す
る
際
に
、

外
国
人
労
働
者
に
か
か
る
一
定
項
目

を
確
認
し
、
所
轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

届
け
出
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

外
国
人
雇
入
れ
に
か
か
る
確
認
手
続
き

　

事
業
主
が
外
国
人
を
雇
い
入
れ
る

と
き
に
は
、
本
人
の
氏
名
、
在
留
資

格
、在
留
期
間
、生
年
月
日
、性
別
、

国
籍
・
地
域
、
資
格
外
活
動
許
可
の

有
無
を
、
外
国
人
登
録
証
明
書
、
在

留
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
面
の
上
陸

許
可
、
在
留
資
格
変
更
許
可
、
在
留

期
間
更
新
許
可
証
印
ま
た
は
就
労
資

格
証
明
書
等
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

在
留
資
格

　

現
在
、
在
留
資
格
は
二
七
種
類
あ

り
、就
労
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
、

次
の
区
分
に
よ
り
判
断
さ
れ
ま
す
。

⑴　

在
留
資
格
に
定
め
ら
れ
た
範
囲

で
就
労
が
認
め
ら
れ
る
在
留
資
格

（
十
八
種
類
）

　

…
外
交
、
公
用
、
教
授
、
芸
術
、

宗
教
、
報
道
、
投
資
・
経
営
、
法

律
・
会
計
業
務
、
医
療
、
研
究
、

教
育
、
技
術
、
人
文
知
識
・
国
際

業
務
、
企
業
内
転
勤
、
興
行
、
技

能
、
技
能
実
習
、
特
定
活
動
（
ワ

ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
に

基
づ
く
外
国
人
看
護
師
・
介
護
福

祉
士
、
ポ
イ
ン
ト
制
等
）

　

参
考
ま
で
に
、
一
般
の
事
務
所
で

の
雇
用
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

を
掲
げ
ま
す
。

①　

技
術

　
　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
師
、
自

動
車
設
計
技
師
等

②　

人
文
知
識
・
国
際
業
務

　
　

通
訳
、
語
学
の
指
導
、
為
替

デ
ィ
ー
ラ
ー
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
等

③　

企
業
内
転
勤

　
　

企
業
が
海
外
の
本
店
ま
た
は

支
店
か
ら
期
間
を
定
め
て
受
け

入
れ
る
社
員（
活
動
は
、技
術
、

人
文
知
識
・
国
際
業
務
に
掲
げ

る
も
の
に
限
る
）

④　

技
能

　
　

外
国
料
理
の
コ
ッ
ク
等

⑵　

原
則
と
し
て
就
労
が
認
め
ら
れ

な
い
在
留
資
格
（
五
種
類
）

　

…
文
化
活
動
、短
期
滞
在
、留
学
、

研
修
、
家
族
滞
在

　

文
化
活
動
、
短
期
滞
在
、
研
修
に

つ
い
て
は
就
労
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

が
、
留
学
、
家
族
滞
在
の
場
合
は
、

地
方
入
国
管
理
局
で
資
格
外
活
動
の

許
可
（「
資
格
外
活
動
許
可
書
」
ま
た

は
「
就
労
資
格
証
明
書
」）
を
受
け
れ

ば
、
一
定
の
範
囲
内
で
ア
ル
バ
イ
ト

等
の
就
労
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

①　

在
留
資
格
が
留
学
の
場
合

　
　

原
則
と
し
て
一
週
二
八
時
間（
教

育
機
関
の
長
期
休
業
期
間
中
は
、

一
日
八
時
間
）
ま
で
就
労
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

②　

在
留
資
格
が
家
族
滞
在
の
場
合

　
　

就
労
の
内
容
、
就
労
場
所
等
に

つ
い
て
個
別
に
審
査
を
受
け
た
上

で
資
格
外
活
動
の
許
可
を
受
け
れ

ば
、
原
則
と
し
て
一
週
二
八
時
間

ま
で
就
労
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑶　

身
分
・
地
位
に
基
づ
き
就
労
活

動
に
制
限
が
な
い
在
留
資
格
（
四

種
類
）

　

…
永
住
者
、
日
本
人
の
配
偶
者

等
、
永
住
者
の
配
偶
者
等
、
定
住

者

　

日
系
二
世
、
三
世
が
「
日
本
人
の

配
偶
者
等
」
ま
た
は
「
定
住
者
」
と

し
て
在
留
す
る
場
合
、
在
留
期
間
は

制
限
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
就
労
活
動

に
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
日
系
人

は
、
単
純
労
働
分
野
で
の
就
労
も
可

能
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
短
期
滞
在
の
在
留
資

格
に
よ
り
在
留
し
て
い
る
日
系
人
は
、

外
国
人
の
雇
入
れ
に
あ
た
っ
て

－

事
業
主
へ
の
外
国
人
雇
用
状
況
の
届
出
義
務

－



3 ─ 2月号

地
方
入
国
管
理
局
に
お
い
て
、
在
留

資
格
の
変
更
の
許
可
を
受
け
な
い
と

就
労
で
き
ま
せ
ん
。

留
学
生
を
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て

雇
う
場
合

　

留
学
生
（
留
学
の
在
留
資
格
で
滞

在
し
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
高

等
学
校
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
等

に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
外
国
人
）

は
、
原
則
と
し
て
就
労
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
事
前
に
資
格
外
活
動
の
許
可

（
一
週
二
八
時
間
以
内
）を
受
け
れ
ば
、

学
業
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
範
囲
で

就
労
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

　

た
だ
し
、
風
俗
営
業
、
風
俗
関
連

営
業
が
営
ま
れ
て
い
る
事
業
所
で
の

就
労
や
、
法
令
ま
た
は
公
序
良
俗
に

反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い

て
は
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
手
続
き

　

外
国
人
を
雇
い
入
れ
た
場
合
は
、

前
記
「
在
留
資
格
」
を
確
認
し
、
以

下
の
区
分
に
応
じ
て
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
へ
の
届
出
が
必
要
に
な
り
ま
す

（「
厚
生
労
働
省
外
国
人
雇
用
状
況

報
告
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
る
電
子
申
請

も
可
）。

⑴　

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る

外
国
人
に
か
か
る
届
出

　

雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届

ま
た
は
喪
失
届
の
備
考
欄
に
、
在
留

資
格
、
在
留
期
間
、
国
籍
、
資
格
外

活
動
許
可
の
有
無
を
記
載
し
て
届
け

出
ま
す
。

　

取
得
届
ま
た
は
喪
失
届
の
提
出
期

限
は
通
常
ど
お
り
で
、
雇
入
れ
の
場

合
は
「
翌
月
一
〇
日
ま
で
」
に
、
離

職
の
場
合
は
「
そ
の
翌
日
か
ら
一
〇

日
以
内
」
で
す
。

⑵　

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い

外
国
人
に
か
か
る
届
出

　

届
出
様
式
（
第
三
号
）
に
、
前
記

⑴
と
同
じ
事
項
を
記
載
し
て
、
雇
入

れ
、
離
職
の
場
合
と
も
に
「
翌
月
末

日
ま
で
」
に
届
け
出
ま
す
。

不
法
就
労
活
動

　

不
法
就
労
と
は
、
①
日
本
に
不
法

入
国
し
た
り
、
在
留
期
間
を
超
え
て

不
法
残
留
し
た
り
す
る
な
ど
し
て
正

規
の
在
留
資
格
を
持
た
な
い
外
国
人

が
行
う
就
労
活
動
、
②
正
規
の
在
留

資
格
を
持
っ
て
い
る
外
国
人
で
も
、

そ
の
資
格
で
認
め
ら
れ
た
以
外
の
活

動
を
無
許
可
で
行
っ
て
就
労
し
て
い

る
等
の
こ
と
を
い
い
、
こ
の
よ
う
な

外
国
人
を
就
労
さ
せ
る
と
、
三
年
以

下
の
懲
役
ま
た
は
三
〇
〇
万
円
以
下

の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
不
法
就
労
外
国
人
で
あ
る
こ
と

を
知
ら
な
い
で
雇
用
し
た
場
合
に
は
、

処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

労
働
関
係
法
令
の
適
用

　

日
本
国
内
で
就
労
す
る
外
国
人
に

は
、国
籍
を
問
わ
ず
、原
則
と
し
て
、

次
の
法
令
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

①　

労
働
基
準
法
、
最
低
賃
金
法
、

労
働
安
全
衛
生
法
等

　
　

日
本
人
と
同
様
に
適
用
さ
れ
ま

す
。

②　

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付

　
　

雇
用
保
険
は
、
労
働
者
が
失
業

し
た
場
合
、
生
活
の
安
定
を
図
る

と
と
も
に
、
再
就
職
を
促
進
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
我
が
国
に
お
い
て
、
就
労
で

き
る
在
留
資
格
を
有
す
る
外
国
人

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
無
国
籍
で

あ
っ
て
も
被
保
険
者
と
し
て
取
り

扱
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

③　

労
災
保
険

　
　

仕
事
中
ま
た
は
通
勤
途
中
に
被

災
し
た
場
合
は
、
必
要
な
給
付
が

行
わ
れ
ま
す
（
不
法
就
労
者
を
含

む
）。

④　

健
康
保
険

　
　

資
格
要
件
を
満
た
せ
ば
、
国
籍

を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
ま
す
（
⑤
も

同
じ
）。

⑤　

年
金
保
険

　
　

厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
期

間
が
六
カ
月
以
上
あ
る
外
国
人
が

帰
国
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
老
齢

厚
生
年
金
等
の
受
給
資
格
期
間
を

満
た
し
て
い
な
い
等
一
定
要
件
に

該
当
す
る
者
は
、
帰
国
後
二
年
以

内
に
、
日
本
年
金
機
構
に
脱
退
一

時
金
の
請
求
が
で
き
ま
す
の
で
、

そ
の
旨
を
説
明
し
、
年
金
事
務
所

等
に
相
談
す
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス

す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　
　

ち
な
み
に
、
裁
定
請
求
の
手
続

き
は
、「
脱
退
一
時
金
の
裁
定
請
求

書
」（
年
金
事
務
所
の
担
当
窓
口

に
お
い
て
あ
る
）
に
、
帰
国
後
、

年
金
手
帳
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
写
し

（
出
国
年
月
日
、
氏
名
、
生
年
月

日
を
確
認
で
き
る
頁
）、銀
行
名
、

口
座
番
号
等
を
確
認
で
き
る
預
金

通
帳
の
コ
ピ
ー
な
ど
を
添
付
し
て
、

本
国
か
ら
氏
名
、
住
所
な
ど
必
要

事
項
を
記
入
し
て
日
本
年
金
機
構

に
郵
送
し
ま
す
。



2月号 ─ 4

　有期労働契約を結ぶに当たっては、次の
点に留意するとよいでしょう。
１　契約期間
　有期労働契約の上限は３年が原則ですが、
専門職等には次の特例があり、これは短時
間労働者にも適用されます。
①　公認会計士、弁護士、税理士、社会保

険労務士等専門的知識等を有する労働者
との間に締結される労働契約の場合…５
年

②　満60 歳以上の労働者との間に締結さ
れる労働契約…５年

③　有期の建設工事等一定の事業の完了に
必要な期間を定める労働契約…その期間

２　契約途中の退職
　１年を超える有期労働契約（一定の事業
の完了に必要な期間を定めるものを除く）
の場合は、労働契約期間の初日から１年を
経過した日以後においては、事業主に申し

出ることにより、いつでも退職することが
できます（前記1の①、②の者を除く）。
　この他、入社時に労働者本人に提示した
労働条件と労働契約が著しく異なる場合や
残業代の未払い等労働基準法に違反してい
る場合も、すぐに労働契約を解除すること
ができます。
３　契約解除
　事業主には、契約期間中については雇用
継続の責任がありますので、やむを得ない
理由がなく契約期間満了前に契約を解除す
ることはできません。
　やむを得ない理由により契約を解除する
場合は、労働者に30日前に予告するかそ
れに代わる30日分の解雇予告手当（平均
賃金相当額）を支払わなければなりません。
　なお、民法628条では、やむを得ない事
由があるときは、契約の解除をすることが
できるとしていますが、「この場合において、
その事由が当事者の一方の過失によって生
じたものであるときは、相手方に対して損
害賠償の責任を負う」と規定されています。

　年金制度の被保険者期間は月を単位とし
て、被保険者の資格取得月から資格喪失日
の前月までが算入されます。
　同一月内に、就職後すぐに離職して国民
年金に加入（国民年金の第２号被保険者か
ら第１号被保険者に変更）した場合は、そ
の月は厚生年金保険と国民年金の保険料が
徴収されますが、この保険料分は、将来受
け取る老齢年金に反映されます。
　具体的には、国民年金の加入期間が40
年に満たない場合は充当（被保険者期間に
加算）され、すでに40年間加入している場
合は、65歳から支給される経過的加算に
加算されます。
　ちなみに、厚生年金保険から再就職して
再び厚生年金保険に加入した場合は、以前
に勤務していた会社に申し出て、給与から
控除された厚生年金保険料額は返してもら
うことができます。この返還請求手続きは
以前の会社が年金事務所に行います。

　
年
次
有
給
休
暇
（
年
休
）
の
付
与

日
数
は
、
労
働
基
準
法
で
、
継
続
勤

務
年
数
と
労
働
日
数
に
応
じ
て
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
年
休
が
二
〇
日
付
与

さ
れ
て
い
る
社
員
が
出
向
し
た
場

合
、
翌
年
度
の
付
与
日
数
は
、
在
籍

出
向
か
移
籍
出
向
か
に
よ
り
大
き
く

異
な
り
ま
す
。

　
在
籍
出
向
で
あ
れ
ば
、
継
続
勤
務

年
数
は
通
算
さ
れ
ま
す
の
で
、
前
記

の
場
合
は
二
〇
日
分
付
与
さ
れ
ま
す
。

　
一
方
、
移
籍
出
向
の
場
合
は
、
出

向
時
点
で
出
向
元
と
の
労
働
関
係
が

終
了
し
ま
す
の
で
、
移
籍
後
は
、
新

た
に
雇
い
入
れ
ら
れ
た
社
員
と
同
様

の
取
扱
い
と
な
り
、
六
カ
月
継
続
勤

務
し
、
全
労
働
日
の
八
割
以
上
出
勤

し
た
場
合
に
一
〇
日
付
与
さ
れ
、
一

年
六
カ
月
以
後
は
二
年
間
は
一
日
ず

つ
、
そ
の
後
は
二
日
ず
つ
増
え
て
最

大
で
二
〇
日
と
な
り
ま
す
。

有期労働契約期間

同一月内の得喪（年金の場合）
出
向
後
の
年
次
有
給
休
暇


